
（ 30. 2. 1 ）　　　館林市議会だより　（10）

質
問

サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
倶
樂
部

の
会
員
に
な
ら
れ
た
方
々
へ
の

入
園
料
無
料
化
の
考
え
は
。

答

こ
の
倶
樂
部
は
民
間
団

体
で
す
の
で
、
今
後
、
団
体
と

協
議
し
て
ま
い
り
ま
す
。

質
問

市
民
の
方
々
を
入
園
料

無
料
化
と
す
る
考
え
は
。

答

入
園
料
収
入
は
、
ツ
ツ

ジ
の
保
護
育
成
費
用
と
し
て
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

見
頃
の
時
期
に
設
け
て
い
る
市

民
優
待
デ
ー
を
ご
活
用
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

防
災
ラ
ジ
オ
に
つ
い
て

質
問

合
併
が
協
議
さ
れ
て
い

る
板
倉
町
で
検
討
さ
れ
て
い
る

防
災
ラ
ジ
オ
の
現
況
は
。

答

情
報
伝
達
手
段
と
し
て

防
災
ラ
ジ
オ
が
有
効
で
あ
る
と

の
結
論
に
至
り
、
議
会
や
区
長

会
へ
導
入
の
検
討
に
つ
い
て
報

告
し
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

質
問

市
で
は
防
災
ラ
ジ
オ
に

対
し
て
ど
う
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

答

本
市
に
お
い
て
も
防
災

ラ
ジ
オ
は
有
効
な
情
報
伝
達
手

段
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

質
問

本
市
の
防
災
ラ
ジ
オ
導

入
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

答

費
用
対
効
果
の
面
か
ら

も
最
も
有
効
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
が
、
や
は
り
整
備
に

は
多
額
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

今
後
、
総
合
的
な
視
点
か
ら
慎

重
に
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。

質
問

市
長
の
考
え
は
。

答

本
市
で
は
現
在
、
携
帯

電
話
等
で
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を

配
信
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ

ら
が
利
用
で
き
な
く
な
る
可
能

性
も
あ
り
、
防
災
ラ
ジ
オ
の
導

入
は
、
情
報
伝
達
体
制
の
更
な

る
強
化
を
図
る
取
組
と
し
て
大

変
有
望
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

つ
つ
じ
が
岡
公
園
に
つ
い
て

質
問

本
年
11
月
に
設
立
さ
れ

た
つ
つ
じ
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
倶
樂

部
の
概
要
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答

ツ
ツ
ジ
の
保
護
育
成
や

つ
つ
じ
が
岡
公
園
の
魅
力
を
発

信
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
民

間
団
体
で
、
日
本
遺
産
認
定
に

向
け
た
啓
発
活
動
や
、
市
民
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
な
ど

が
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

質
問

日
本
遺
産
認
定
と
は
。

答

地
域
の
歴
史
的
魅
力
や

特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文

化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー

を
文
化
庁
が
認
定
す
る
も
の
で
、

文
化
財
群
を
地
域
が
主
体
と
な

っ
て
整
備
・
活
用
し
、
海
外
へ

も
発
信
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、

地
域
活
性
化
を
図
る
も
の
で
す
。

向
井
　
誠 

議
員

　
つ
つ
じ
が
岡
公
園
と

　
　
　
防
災
ラ
ジ
オ
に
つ
い
て

　市政についての意見や要望などがある場合は、請
願書や陳情書を提出することができます。これは市
民の皆さんの声を市政に反映させようという考えか
らで、議員の紹介のあるものを「請願」、議員の紹介
のないものを「陳情」に区別しています。
　提出された請願書は、所管の常任委員会において
慎重に審査され、その結果をもとに、本会議で改め
て審議を行います。採択･不採択の結果については、
提出者へ郵送により通知します。なお、採択された
請願は、市長にその実現を要望したり、国や関係行
政庁に対し意見書として提出されます。また、提出
された陳情書等は、その写しを議場に配付します。

請願・陳情の提出方法等

提出に必要な記載事項
○次の事項を邦文で記載し、議長あてに提出してくだ
さい。

（1）請願（陳情）の名称
（2）請願（陳情）の趣旨と要望事項
（3）提出年月日
（4）宛名（館林市議会議長あて）
（5）請願（陳情）者の住所、記名または署名、押印
※請願者が２名以上の場合は、代表者を明示の上、
請願者全員が署名・押印してください。

※法人や団体の場合は、その事務所の所在地、名称、
代表者の役職・氏名を記入の上、法人代表者印
または代表者の個人印の押印をお願いします。

（6）請願として提出する場合には、紹介議員の自筆
署名または記名押印

（7）国または関係行政庁への意見書提出を求める請願
については、別途「意見書の案文」を添付

・・・に関する請
願書

又は陳情書

氏名　　　　　
　　印

紹介議員

（陳情書は紹介
議員は

　　　　　　必
要ありません）

（表紙）

（件名）　・・・に関する請願　　　　　　　　　又は陳情
（要旨）　・・・・・・・・（要望）　・・・・・・・・
平成　年　月　日
館林市議会議長　　　　　様
請願者（代表者）
　住所
　氏名　　　　　　　　　印

（本文）

提出場所
　館林市役所３階の議会事務局に、平日の午前８時
30分から午後５時15分までに持参してください。

受付締切
・請願書の提出については、定例会開会８日前の午後
５時で締め切り、その後提出されたものは次の定例
会での扱いとなります。

・陳情書については、定例会の会期中に提出されたも
のは、その会期中に写しを議場に配付します。

 ただし、最終日及び閉会中に提出されたものは次の
定例会での扱いとなります。


